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≪ご挨拶≫ 月刊 歯科 PRO通信 第 53号のご挨拶 

新年 明けましておめでとうございます。旧年中は大変お世話になり、 

ありがとうございました。本年も何卒よろしくお願いします！ 

  歯科プロジェクト 一同。 

 
 今年も始まりましたね。皆様はどのような年末年始をお過ごしでしたか？ 
年末の大掃除はされましたか？私たちも会社の大掃除を行いました。普段は行わない場所の掃除を 
行うと、思ってもみないくらい汚れていて、驚きます。一日がかりで全社員で掃除を行うのですが 
これがなかなか大変です。ですが、掃除が終わると机も床もきれいになり、気分もすっきりし、 
また、新しい年が始まるなぁと感じます。 
さぁ、このきれいなまま状態を、いつまで維持できるでしょうか。 （鶴） 

 
今月のお知らせ ①確定申告資料回収のお願い 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

◆ 決算及び申告のご案内はお手元に届きましたか？ 
   

  

12 月中旬に「決算及び確定申告のご案内」をご郵送させていただきました。 

第一弾として、必要資料のご案内・在庫・未収・未払の表などをお送りしています。 

スムーズに申告手続きを進めるため、ご協力のほどよろしくお願い致します。 

 

 

＜今後のスケジュール＞ 

12 月中旬  確定申告のご案内 第１弾 （送付済みです。） 

    ↓ 

    １月 20 日（水）までに、第一弾リストより必要書類をお送り下さい。 

    ↓ 

    １月中旬  確定申告のご案内 第２弾 ＦＡＸまたはメールにてご案内致します。  

       ↓ 

       ２月 10 日（水）までに、第２弾リストより必要書類をお送り下さい。 

       ↓ 

    ２月中旬 確定申告のご案内 第３弾 ＦＡＸまたはメールにてご案内致します。 

        ↓ 

    ３月上旬までに、第３弾リストより必要書類をお送り下さい。 

 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

今月のお知らせ ② 年末調整について                                       

税務コラム  

  
現在『歯科プロジェクト』では郵送方式により簡易で、安価な顧問形態を行っており、 

 不定期ではありますが、年に数回の訪問を行っています。しかし、もっと身近に顔を見 
 て経営相談を希望される先生へ！！ 
 
名南税理士法人には、「歯科プロジェクト」の顧問形態のほかに、担当者が毎月訪問を 
させていただき、経営のご相談・ご報告を行う、毎月訪問顧問形態があります。 
  
興味がおありの先生方は、お気軽にお問い合わせ下さい。 

今月のお知らせ③ 顧問形態について 

 
◆ 源泉所得税の納付をお願いいたします。 
 

皆様のご協力のおかげで、順次年末調整を進めることができ、年末から年始にかけて 

源泉所得税の納付書をご郵送しております。 

お忘れのないよう、お早めの納付をお願いいたします。 

 

 

納期限：１月 1２日（火） 
 

今月のお知らせ④ “歯科プロジェクト”のご紹介お願いします。 
 
◆ 税理士をお探しのご友人みえませんか？ 

 
    先生方のご友人の歯科医師の方で税理士をお探しの方はみえませんか？ 
   そのような方に是非、歯科プロジェクトをご紹介ください。 
 

ご友人をご紹介いただいた先生には、ご成約までに至った方については、 
1万円の商品券を進呈。成約までにいたらなかった場合でも、3,000円の 
図書ｶｰﾄﾞをご進呈させていただきます。 

 
ご契約までいたったご友人の先生については契約初年度の決算料を 
1万円値引きさせていただきます。 
 
同封のご紹介ｶｰﾄﾞに、ご友人のお名前を記入して、 

歯科プロジェクトまで！ 
  
※ご紹介者の先生のお名前を記入するのもお忘れなく！ 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
最近、TVCMでも話題となっている『エコカー』。 
ご購入された方もいらっしゃるのではないでしょうか？ 
この『エコカー』ですが、平成 21年 4月 10日以降に購入されると、国から補助金が 
支給されます。（期限は平成 22年 9月 30日まで 予算がなくなり次第終了） 
今回はこのエコカー補助金の税務処理についてお話させていただきます。 
 
＜事業用にエコカー補助金の対象となる自動車を購入された場合＞ 

    確定申告時に「国庫補助金等の総収入金額不算入に関する明細書」を添付します。 
    また、対象となる車の取得価格から補助金を引いた金額が、減価償却費の計算の 
    基礎となる金額となります。 
    つまり、 
    取得価格が 200万円のエコカーを購入し、国から 25万円の補助金を受けた場合は、 

175万円が減価償却費の基礎となる金額となります。 
     

＜事業用以外でエコカー補助金の対象となる自動車を購入された場合＞ 
    補助金は“一時所得”の対象となります。一時所得は特別控除額 50万円に満たない 

ときは、一時所得の金額は生じませんので、エコカー補助金のみでしたら、申告の必 
要はありません。 

     しかし、エコカー補助金の他に一時所得の対象となるものがあり、あわせて 50万円 
を超える場合は、申告の必要がありますので、ご注意下さい。 

 
       ※一時所得の対象となるもの 

・ 生命保険の一時金や損害保険の満期返戻金 
・ 賞金や懸賞当せん金、競馬や競輪の払戻金 など 

      
エコカー補助金が支給された方は、歯科プロジェクトにご連絡をお願いします。 

                        

       

税務コラム エコカー補助金 
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